
第 36 回 二宮町新型コロナウイルス感染症対策本部決定事項 

 
決定事項等 

 
１．緊急事態宣言の発出に伴う二宮町の対応について 

 
☞・国より神奈川に特措法上の緊急事態宣言が発出された。期間は 8 月 2 日から 

31 日までとなった。 
・今後のイベントの開催や施設の使用について検討した。 
・町民に向けて町長メッセージを掲載する。 

 
 
２．その他 

 
☞・ワクチン接種の状況について情報共有した。 

 
 
  ・次回、本部会議は国や神奈川県の対策本部の状況を見て、必要に応じ開催する

ことで確認。 


